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講義２ 地域日本語教育コーディネーターの役割

講師：菊池 哲佳 
（多文化社会専門職機構・仙台観光国際協会 ）

多文化社会コーディネーター（多文化社会専門職認定）。
2000年に仙台国際交流協会（現在の仙台観光国際協会）に入
職後、主に外国人相談事業、防災事業、外国につながる子ど
もの支援事業に携わる。その他、文化庁「「生活者としての
外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業 地域日
本語教育スタートアッププログラム」地域日本語教育アドバ
イザーなどを務める。2025年度より明星大学所属。
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文部科学省委託 令和7年度現職日本語教師研修プログラム普及事業「地域日本語教育コーディネーター研修」



地域⽇本語教育を取り巻く問題

学習⽀援者が減少・・・・・

活動場所が確保できな
い・・・・・

運営資⾦が⾜りな
い・・・・・

学習者が定着しな
い・・・・・

教室に活気がない・・・・・ 教室が市⺠に知られていな
い・・・・・
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「地域⽇本語教育」とは

⽇本語を教える／学ぶための教室の範囲を超え、全ての⼈がよりよく⽣き
る社会の実現のために、それを妨げる問題を問い、⽇本語コミュニケー
ションの側⾯からの働きかけによって多⽂化共⽣の地域社会形成を⽬指す
活動や制度、ネットワークなどの総体（⽇本語教育学会2009：25）
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「地域⽇本語教育」とは

（⽇本語教育学会2008：14）

⽣活者とし
ての外国⼈

⽣活者とし
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「地域⽇本語教育」とは

「『地域⽇本語教育』を多⽂化共⽣社会形成のためのシステムとするならば、
地域⽇本語教育は多⽂化共⽣政策の⼀環として⾃治体が中⼼となり市⺠と協
働で取り組んでいくべき事業といえる」（⽇本語教育学会2009：33）
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地域⽇本語教育コーディネーターの役割
⽇本語教育⼈材の役割を次の三つに整理することとする。（⽂化審議会国語分科
会2019:19）

① ⽇本語教師 ⽇本語学習者に直接⽇本語を指導する者

② ⽇本語教育コーディネー
ター

⽇本語教育の現場で⽇本語教育プログラ
ムの策定・教室運営・改善を⾏ったり、
⽇本語教師や⽇本語学習⽀援者に対する
指導・助⾔を⾏うほか、多様な機関と連
携・協⼒を担う者

③ ⽇本語学習⽀援者
⽇本語教師や⽇本語教育コーディネー
ターと共に学習者の⽇本語学習を⽀援し、
促進する者
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地域⽇本語教育コーディネーターの役割
②⽇本語教育コーディネーターについては、国内外の多様な活動分野にお
いて活動することが考えられるが、「⽣活者としての外国⼈」に対する⽇
本語教育に携わる地域⽇本語教育コーディネーターと法務省告⽰⽇本語教
育機関に配置される主任教員の⼆つにおいて検討することとした。（⽂化審議
会国語分科会2019:20）

地域⽇本語教育
コーディネーター

⾏政や地域の関係機関等との連携の下、⽇本語教育プ
ログラムの編成及び実践に携わる者

主任教員 法務省告⽰⽇本語教育機関で教育課程の編成及び他の
⽇本語教師の指導を担う教員

8



地域⽇本語教育コーディネーターの専⾨性

⽇本語教育に関する専⾨的な教育を受け、⽇本語教師の初任・中堅を経て、
第⼆⾔語としての⽇本語を教える体系的な知識・技能、多様な分野の学習者
に対する⼗分な知識及び経験を有し、⽇本語教育コーディネーターとしての
⾼度な専⾨性を持っている。 （⽂化審議会国語分科会2019:21）

国内外の⽇本語教育の現場で
○ ⽇本語教育プログラムの策定・実施運営及び改善
○ ⽇本語教師及び⽇本語学習⽀援者に対する指導・助⾔
○ ⽇本語教師及び⽇本語学習⽀援者の養成・研修の企画⽴案
○ 多様な機関と連携・協働し⽇本語学習者の学びや⽇本語教育を通じた

社会参加を促進するための活動デザインを⾏うことができる。
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地域⽇本語教室設置に向けた実践−岩⼿県宮古市（2017〜20１９年度実施）

（⽂化庁「2019年度地域⽇本語教育スタートアッププログラム内容報告書」より）
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「震災後の安否確認は⽇本語教室のつながりが⽣きた。普段のつながりが重要」

「震災前は出たり⼊ったりしていた外国⼈が、震災後、教室に戻った例がある。
⽇本語の重要性を再認識したのではないか」

（「⽇本語学習⽀援ネットワーク会議2012 in 仙台」より）

地域防災に⾒る地域⽇本語教育の必要性

11



• 外国⼈が⽣活に必要な⽇本語能⼒を⾝に付けられるよう、さまざまな関係
性・⽂脈の中で⽇本語を運⽤する場として機能させる

• 地域⽇本語教育を、市⺠活動の拠点、参加者の居場所として（外国⼈／⽇本⼈

問わず）機能させる

• 地域⽇本語教育を、多⽂化社会で共に暮らす上での問題を解決するシステ
ムとして機能させる

なぜコーディネーターが必要か
   ― 地域⽇本語教育の意義とともに考える
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地域⽇本語教育におけるコーディネーターの役割

• 学習活動⽀援者としての役割： ⽇本語学習⽀援の充実とともに、「多⽂
化共⽣」に向けた学習活動を創造することが求められる

• 事業運営者（プロジェクトマネージャー）としての役割： 企画・⽴案、情報管理、
広報、予算管理など

• 「多⽂化共⽣」に向けた連携・協働・ネットワーク推進の担い⼿としての
役割： 問題状況を分析し、適切に実践課題を設定することが求められる
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多⽂化社会コーディネーター（多⽂化社会専⾨職機構）

あらゆる組織において、多様な⼈々との対話、共感、実践を引き出しつつ、

「参加」→「協働」→「創造」の問題解決へのプロセスをデザインしなが

ら、⾔語・⽂化の違いを超えすべての⼈が共に⽣きることのできる社会に

向けて、プログラム（活動）を構築・展開・推進する専⾨職（杉澤2009：20）

コーディネーターの役割と形成要素
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コーディネーターの役割と形成要素

多様な⼈・組織と出会う、対話する

問題状況を分析し、実践課題を設定する

実践課題を⼈々と共有する（地域課題として、政策課題として）

課題解決に向けて、連携・協働する

プログラム（活動、事業、施策、仕組み）をつくる

これらは相互に連関
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（⼭⻄2009：6）

知識

①⼈と出会い、関係をつくる

⑤プログラムをつくり、参加の場をつくる

④社会をデザインする ③リソースを発⾒しつなぐ

②課題を探る

技能

価値・思い・態度

コーディネーターの役割と形成要素
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○ 価値・思い・態度
多⽂化社会の現状や課題に関する⾃らの価値観や思い、また多⽂化共⽣に
向けての社会変⾰の必要性などを問い続ける態度

○ 知識
社会状況を読み解き、想像的に、創造的にこれからの社会を描くために必
要とされる、政治・経済・⽂化・教育・福祉などそれぞれの関連領域に関
する歴史的構造的知識

○ 技能
５つの役割を担うための、情報の収集・整理・発信能⼒、説得⼒・説明能
⼒・プレゼンテーション⼒、企画・調整・交渉能⼒、などの技能

コーディネーターの役割と形成要素
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（⽂化審議会国語分科会2019：32）

多⽂化共⽣の地域づくりに向けた
システムづくりの役割に求められ
る知識・技能・態度

多⽂化共⽣の地域づくりに向けたプ
ログラム（協働）運営の役割に求め
られる知識・技能・態度

プログラム／システムのマネ
ジメントの役割に求められる
技能・態度

専⾨職（省察的実践者）
としての態度
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• コーディネーターは⽇本語教室における単に「調整役」ということではな
く、仕組みづくり、ネットワーク構築などを視野に⼊れて地域⽇本語教室
を運営する役割を担うことが求められる。

• そのため、コーディネーターには教室活動の現場に⽴脚しつつも、俯瞰的
に⼈や組織との連携・協働を推進していくための専⾨性が求められる。

地域⽇本語教育におけるコーディネーターの役割・専⾨
性
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「（地域⽇本語教育）システムがシステムであるためには、その有機的な
つながりを作り出し『まとまり』として⼤きな機能を⽣み出すことこそが
最も重要なことであるが、そのためには、強い権限をもってそのことだけ
のために役割を果たす⼈または組織の存在が⽋かせない」（⽇本語教育学会

2009：25）

「地域⽇本語教育コーディネーター」の組織的位置付け
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「『地域⽇本語教育』を多⽂化共⽣社会形成のためのシステムとするなら
ば、地域⽇本語教育は多⽂化共⽣政策の⼀環として⾃治体が中⼼となり市
⺠と協働で取り組んでいくべき事業といえる。また、⾃治体施策としてシ
ステムを構築し、⽇常的に機能させていく事業とするためには、常勤の専
⾨職として『コーディネーター』を配置していくことが求められる」（⽇本

語教育学会2009：33）

「地域⽇本語教育コーディネーター」の組織的位置付け
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「公共活動の共通⽬的を達成するために、パートナーを尊重した対等の関
係で共同活動を⾏い、活動の成果を相乗効果的に創出させる戦略的、実践
的⾏為」（⽊原2003：22）

協働とは
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「固有の意思と主体性のある『ユニット』がそれぞれの⾃由意思で⾃発的
に参加したまとまりであり、メンバーが互いの違いを主張しながらも何ら
かの相互依存関係を持ちながら結びつき、関係の中で意味と価値を作り出
すことを可能にするシ

ステム」（⾦⼦1986：8）

ネットワークとは
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「プロフェッショナルの仕事の官僚化につきまとう緊張は、プロフェッ
ショナルが省察的実践者たらんとするときにはさらに増幅されることにな
りやすい」（ショーン2007：354）

「対抗的な状況の内部で探求を推し進める能⼒をもたなくてはならない」
（ショーン2007：367）

コーディネーター実践の醍醐味と「しんどさ」
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「地域の実情に沿って外国⼈住⺠の参画を図りつつ、『多⽂化共⽣』の積
極的な政策概念化とその具体化に努めることは、 タフで奥⾏きを持ち、
創造的な『市⺠社会』を地域レベルから構築することにつながる」（渡⼾

2007）

コーディネーター実践の醍醐味と「しんどさ」
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